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事案の概要

　本件は、特許第3916281号に対する無効審判請求（無効2014－800118号）を不成立とした審決の取消訴
訟である。本件発明と引用発明との一致点及び相違点の認定、及び相違点１が容易想到であることは当
事者間に争いがなく、争点は、相違点２に係る進歩性判断の当否である。
　請求項１に記載された発明（本件発明）、及び審決の認定した相違点２は次のとおりである。
　【請求項１】　醸造酢を含有するドレッシング、ソース、漬物、及び調味料からなる群より選択される
少なくとも１種の製品に、スクラロースを該製品の0.0028〜0.0042重量％の量で添加することを特徴とす
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（酸味のマスキング方法－アスパルテームをスクラロースに変更することの
容易想到性）［上］（全２回）
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る該製品の酸味のマスキング方法。
＜相違点２＞
　酸味のマスキング剤が、本件発明では、スクラロースであり、その添加量が製品の0.0028〜0.0042重量％
であるのに対し、引用発明では、アスパルテームであって、その添加量が製品濃度で１〜200ｍｇ％であ
る点。

判示事項

１　本件発明の特徴について
酸味は、塩味、苦味、甘味などとともに総合的な味覚の完成に重要な要素であるが、酸味を必要以
上に要しない、あるいは酸味を呈しない方がよい場合には、従来、酸味剤以外の味覚成分などを大量
に併用し、酸味を抑える方法が広く行われていた。
しかし、この方法では、食品の本来の風味又は物性が変わるなどの問題があった。
本件発明は、醸造酢を含有するドレッシング、ソース、漬物、及び調味料からなる群より選択され
る製品において、スクラロースを、甘味の閾値以下の量に当たる該製品の0.0028〜0.0042重量％の量で
添加することを技術的特徴とするものであり、製品の物性等に影響を及ぼすことなく、製品の過剰な
酸味を減少又は緩和することができるという効果を奏するものである。
本件発明の実施例には、スクラロースを、ピクルスに0.0028重量％（実施例２）、おろしポン酢ソー
スに0.0035重量％（実施例３）、青じそタイプのノンオイルドレッシングに0.0042重量％（実施例４）の
量で添加した処方が記載され、いずれの製品においても、スクラロースにより過剰な酸味がマスキン
グされ、酸味が減少又は緩和された製品が得られている。
２　取消事由１（進歩性に関する判断の誤り）について
２．１　引用発明、及び本件発明との対比

本件発明と引用発明とは、「製品の含有する食酢が、本件発明では醸造酢であるのに対し、引用発
明ではそのような特定はない点」（相違点１）及び「酸味のマスキング剤が、本件発明ではスクラロー
スであり、その添加量が製品の0.0028〜0.0042重量％であるのに対し、引用発明ではアスパルテーム
であり、その添加量が製品濃度で１〜200ｍｇ％である点」（相違点２）において相違する。なお、１
〜200ｍｇ％＝0.001〜0.2重量％である。
このうち相違点１については、当業者において、引用発明の食酢として醸造酢を用いることは容
易に想到することができたものであり、被告も明らかに争わない。
そこで、以下、相違点２に係る容易想到性について検討する。

２．２　出願時における当業者の認識
２．２．１　高甘味度甘味料が酸味のマスキング剤としての機能を備えるとの認識について

本件特許の出願日の当時、当業者には、アスパルテーム、ステビア、サッカリン等の慣用され
た高甘味度甘味料が、酸味食物の酸味を消す効果、すなわち、酸味のマスキング剤としての機能
を備えるとの認識があったものと認められる。
２．２．２　スクラロースについて

スクラロースがショ糖の約650倍の甘味を有する非代謝性ノンカロリー高甘味度甘味料であり、
アスパルテーム、ステビア、サッカリンナトリウム等の他の高甘味度甘味料と比較し、甘味の質
においてショ糖に似ていることは、当業者の技術常識であったものと認められる。

２．３　相違点２の容易想到性
２．３．１　アスパルテームに代えてスクラロースを採用することの容易想到性

文献には、ショ糖の約650倍の甘味を有する非代謝性のノンカロリー高甘味度甘味料であるス


